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利用者登録申請のご案内 
 

 

 大阪狭山市スポーツ情報システムは、利用者登録をしていただくことにより、イ

ンターネット、携帯ウェブ、街頭端末機（市内のスポーツ施設を中心とした公共施

設７箇所に設置）から、スポーツ施設の抽選申込みや空き施設の利用申請などの手

続きができる他、施設使用料が使用月の翌月に口座振替にて支払いができるように

なります。  

 

 

（注１） サービスを受けるには、施設を所管（管理）する自治体で利用者登録をする必要が

あります。  

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 
 

■大阪狭山市教育委員会社会教育・スポーツ振興グループ 

☎ ０７２－３６６－００１１ 
 
■大阪狭山市立総合体育館 

☎ ０７２－３６５－５２５０ 

 
 



● 利用者登録の方法 

１） 利用者登録の申請 
 
 登録申請書兼口座振替依頼書に必要な事項を記入し、あらかじめ口座振替を希望する金融機関に口座

振替依頼書を提出の上、総合体育館の窓口へ申請してください。（12/29～1/４は休館日となっていま

すのでご注意ください。） 

 

（申請の流れ） 

 

① 申請書（様式第１号の３枚）に必用事項を記入し、口座振替先とする金融機関へ申請書を提出 

   ※ 口座振替が可能な銀行は、「６）ご利用いただける金融機関」に記載の銀行のみです。 

 

② 金融機関の承諾印をもらった申請書（様式第１号）の２枚（その１とその３）を、総合体育館の窓

口に提出 
 
   ※ 様式第１号（その２）は金融機関保管分となります。 

 

③ 申請書の内容を確認後、申請書控え（申請書その３、納付者保管）、オーパスカード、ガイドブッ

クなどを申請者にお渡しして手続き完了 
 
   ※ 市内団体登録をする場合は、団体名簿などの提出が別途必要となりますのでご注意ください。 

   ※カード交付時に本人確認のできる物をご持参ください。（運転免許書等） 

    （本人でない場合は、委任状が必要です） 

 

２） 利用者登録のできる方 
 
 次の要件を満たす方及び団体が、登録することができます。 
 
 ① 個人登録 

  年齢が１６歳以上の人（市内扱いは、大阪狭山市居住・通勤・通学者であることが条件となります。） 
 
 ② 団体登録 

  代表者が２０歳以上のおおむね１０人以上で構成された団体 

（市内扱いは、構成員のおおむね８割以上が、大阪狭山市居住・通勤・通学者であることが条件。別途申請が必要です。） 

 

３） 利用者登録カードの交付等 
 
 利用者登録をされた方に、窓口で利用者番号を印字したカードとガイドブックを交付します。 

 施設を使用する際、カードの提示を求めることがありますので大切に保管してください。 

 

４） 登録の有効期間 
 
 登録の有効期間は、３年間です。 
 
※ 有効期限までに廃止の申し出がなければ、自動更新されますので、ご注意ください。 

 

５） 登録料 
 
 登録料は、５００円（カード代等）です。（以降３年毎に更新し、更新時に更新料３００円が必要とな

ります。）登録料（更新料）は、施設使用料と同様、指定された口座から引き落としとなります。 

 

６） ご利用いただける金融機関 
 
 口座振替の取扱金融機関は次のとおりです。 
 
 りそな銀行・三菱東京ＵＦＪ銀行・三井住友銀行・近畿大阪銀行・紀陽銀行・池田泉州銀行・関西アーバン銀行 

 



７）「登録申請書兼口座振替依頼書」の記入方法 
 
 別紙のとおり。 

 

８）その他の留意点 
 
①  重複して個人登録・団体登録を行うことはできません。ただし、個人登録された方が団体登録の代

表者又は構成員となることは可能です。 
 
②  オーパス・スポーツ情報システムの利用者登録されてない方も従来通り施設の窓口で施設の使用申

請が可能です。 

 

 

● システムを利用できる機器 

① インターネット 

② 携帯ウェブ 

  ※ ①もしくは②を利用する場合は、『パスワードの登録』が必要となります。 

   登録はホームページより画面の指示に従って行ってください。（ URL : http://opas.jp/ ） 

③ 街頭端末機（街頭端末機の設置箇所参照） 

  

 

● 施設の利用申し込み方法 

 インターネット、携帯ウェブ、街頭端末機のいずれかにより手続きを行ってください。 

 

手  続 期  日 内  容 

抽選申し込み 
利用日の３ヶ月前の 

１日～１０日 

希望の種目、施設、日、時間帯等を指定してお

申し込みください。 

（青少年運動広場は、利用日の２ヶ月前の１日～１０日） 

抽選 利用日の３ヶ月前の１１日 
コンピューターにより抽選を行います。 

（青少年運動広場は２ヶ月前の１１日） 

抽選結果の確認と 

当選施設の利用申請 

利用日の３ヶ月前の 

１２日～１８日 

抽選結果を確認後、当選していれば利用申請の

確定入力を行ってください。 

（青少年運動広場は、利用日の２ヶ月前の１２日～１８日） 

空き施設の利用申請 
利用日の３ヶ月前の同日 

～当日の利用時間前まで 

空き施設をご確認の上、利用申請を行ってくだ

さい。なお、１日～１１日のうち土日祝日で抽

選日となっている施設の空き状況は１２日以降

にご確認ください。 

（青少年運動広場は、２ヶ月前の同日～当日利用時間前） 

利用申請の取消 当日の利用時間前まで 

当日の利用時間前まで申請の取消ができます。

ただし、取消の時期により施設使用料の一部又

は全額を徴収させていただくことになりますの

でご注意ください。 

施設の利用 当日 
利用者登録カードを施設の受付窓口で提示して

ください。 

施設使用料の支払い 利用日の翌月の２０日 

利用申請時にお知らせする振替日（原則として

利用日の翌月２０日）に所定の金額を指定の預

金口座から引き落とします。（青少年運動広場

は無料） 

※ 平日利用申込みの場合、先着順で利用日の３ヶ月前の午前５時（青少年運動広場は２ヶ月前の午前

５時）から空き施設の利用申請を受け付けます。 

 ※ 上記の手続きのほか、利用申請の変更を行う場合は、直接窓口で手続きをしてください。（利用申

請の変更は利用日の１０日前までに行ってください。） 

http://opas.jp/


● システム対応施設 

対象施設 登録者の利用区分 

総合体育館 個人登録・団体登録 

池尻体育館 個人登録・団体登録 

ふれあいスポーツ広場 個人登録・団体登録 

野 球 場 団体登録のみ 

市民総合グラウンド 団体登録のみ 

市民ふれあいの里テニスコート 

大野テニスコート 

山本テニスコート 

個人登録・団体登録 

南青少年運動広場 

第三青少年運動広場 
団体登録のみ（市内登録団体のみ） 

 
 ※ 総合体育館・池尻体育館の抽選申し込みについては、団体登録のみ可能となります。 

 

●申し込み可能数（土・日・祝日） 

施設名 抽選申込回数（単位） 空き施設の利用申込回数（単位） 

総合体育館 

土日祝日利用で１ヶ月６回まで 

［利用時間単位は、全日、午前、午

後、午後前半、午後後半、夜間］ 

回数制限なし。 

池尻体育館 

土日祝日利用で１ヶ月６回まで 

［利用時間単位は、全日、午前、午

後、午後前半、午後後半、夜間］ 

回数制限なし。 

ふれあいスポーツ広場 
土日祝日利用で１ヶ月６回まで 

［１回（１単位）は２時間］ 
回数制限なし。 

野球場 

土日祝日利用で１ヶ月６回まで 

［１回（１単位）は２時間または４

時間］ 

回数制限なし。 

市民総合グラウンド 

土日祝日利用で１ヶ月６回まで 

［１回（１単位）は２時間または４

時間］ 

回数制限なし。 

テニスコート 

すべてのテニスコートを対象に、土

日祝日利用で１ヶ月６回まで 

［１回（１単位）は２時間］ 

回数制限なし。 

青少年運動広場 

すべての青少年運動広場を対象に

土日祝日利用で１ヶ月６回まで 

［１回（１単位）は２時間］ 

すべての青少年運動広場を 

対象に利用回数１０回まで 

※ 平日の利用申込み回数は制限はなし。 

※ 市外登録となっている場合は全ての施設の抽選申し込みが出来ません。また、市内の個人登録も総

合体育館と池尻体育館の抽選申し込みが出来ませんのでご注意ください。 

 ※ 当選５回まで（抽選申込み６件のうち、希望順位は申込み手続の順になります。） 

 

● 街頭端末機の設置箇所 

街頭端末機の設置箇所は以下のとおりです。 
 
 ① 総合体育館  ② 池尻体育館  ③ ふれあいスポーツ広場  ④ 市民ふれあいの里 
 
 ⑤ 大野テニスコート  ⑥ 市役所（１階ロビー）  ⑦ コミュニティセンター 
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記入例（１枚目） 様式第１号（第４条）その２ 

 

 

金融機関に届けている

印鑑を押印 

右詰めで記入 

預金通帳の口座名義人

を正確に記入 

姓と名の間は１マス空け

て記入 

姓と名の間は１マス空

けて記入 

団体登録の場合は、代表

者の氏名を記入 

フリガナは左詰で、濁

点・半濁点も１マスを使

用して記入 
団体登録の場合は、必ず団体の名

称を記入 

印を押印（団体登録の場

合は代表者印） 

口座振替を希望する金

融機関名を記入 



記入例（２枚目） 様式第１号（第４条）その１ 

 

印を押印（団体登録の

場合は代表者印） 

個人登録の場合は記

入不要 

在勤在学で市内登録

を希望する場合は必

ず記入 

住所・生年月日・電話番

号は必ず記入 

性別・登録区分・市内市

外の欄は、該当する区分

に○印を記入 

１枚目の団体名・氏名と

同じ内容を記入 

１枚目の口座名義人・指

定口座・口座番号と同じ

内容を記入 

主な利用種目を記入

（施設により利用で

きない種目あり） 

 

銀行から２枚目と３

枚目の書類を返却さ

れた際に取扱金融機

関の承諾印があるか

必ず確認してくださ

い 

８桁から１６桁まで

の算用数字と英字を

記入 



記入例（３枚目） 様式第１号（第４条）その３ 

 ※ ２枚目（その１）と同じ内容 
 


